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九
州
大
学
教
授

直
江
眞
一

先
生

直
江
眞
一
教
授
は
、
一
九
五
二
年
一
月
に
東
京
都
で
生
ま
れ
、
一
九
七
六
年
東
北
大
学
法
学
部
卒
業
後
、
同
大
学
院
法
学
研
究
科
修
士
課

程
に
進
学
さ
れ
た
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
制
史
の
草
分
け
で
あ
る
小
山
貞
夫
教
授
、
ド
イ
ツ
法
制
史
の
権
威
世
良
晃
志
郎
教
授
、
日
本
法
制
史

の
服
藤
弘
司
教
授
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
中
世
史
の
佐
藤
伊
久
男
教
授
の
指
導
の
下
、
研
究
者
と
し
て
の
道
を
歩
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
法
制

史
研
究
に
と
っ
て
極
め
て
恵
ま
れ
た
環
境
の
な
か
で
修
士
課
程
を
修
了
さ
れ
、
一
九
七
八
年
に
は
東
北
大
学
法
学
部
助
手
に
採
用
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
後
、
同
大
学
教
養
部
講
師
、
助
教
授
を
経
て
、
九
州
大
学
に
は
一
九
九
三
年
四
月
に
助
教
授
と
し
て
着
任
さ
れ
た
。
一
九
九
五
年

六
月
に
は
教
授
に
昇
任
さ
れ
て
い
る
。

直
江
先
生
の
主
た
る
研
究
領
域
は
、
西
洋
法
制
史
、
特
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
中
世
法
制
史
で
あ
る
。
こ
の
分
野
に
お
い
て
、
先
生
は
、
大
き

く
分
け
て
次
の
二
つ
の
課
題
に
取
り
組
ん
で
こ
ら
れ
た
。
ま
ず
、
一
二
、
一
三
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
成
立
史
の

解
明
で
あ
る
。

a
ssize o

f n
o
v
el d

isseisin

成
立
史
再
考
」
な
ど
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
成
立
を
、
当
時
の
学
識
法

（
中
世
ロ
ー
マ
法
お
よ
び
教
会
法
）
の
展
開
の
中
で
新
た
に
位
置
付
け
ら
れ
た
。
も
う
一
つ
は
、
一
五
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
律
家
ジ
ョ

ン
・
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
の
思
想
分
析
で
あ
り
、
そ
の
成
果
は
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
礼
賛
に
つ
い
て
」
や
『
自
然
法
論
』
の
翻
訳
と
し
て

結
実
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
先
生
の
ご
研
究
の
特
色
は
、
写
本
研
究
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
史
料
と
理
論
を
対
話
さ
せ
る
と
い
う
手
法
に
あ
る
。

法
学
の
み
な
ら
ず
、
歴
史
学
の
分
野
か
ら
も
高
い
評
価
を
得
て
い
る
理
由
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
先
生
の
史
料
論
へ
の
ご
関
心
は
、
森

本
芳
樹
教
授
（
九
大
・
西
洋
経
済
史
）
と
の
交
流
を
通
じ
て
深
め
ら
れ
た
も
の
で
も
あ
る
。

ま
た
、
教
育
は
、
先
生
に
と
っ
て
、
研
究
と
並
ぶ
車
の
両
輪
で
あ
る
。
学
部
に
お
け
る
西
洋
法
制
史
の
講
義
で
は
、
一
二
世
紀
ル
ネ
ッ
サ

ン
ス
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
シ
ビ
ル
・
ロ
ー
の
分
岐
な
ど
を
熱
を
込
め
て
語
ら
れ
た
。
西
洋
法
制
史
演
習
も
人
気
の
授
業
で
あ
り
、
毎
年
発
行

さ
れ
て
い
る
ゼ
ミ
論
文
集
は
、
学
生
の
意
欲
作
で
溢
れ
て
い
る
。
そ
の
温
和
な
お
人
柄
か
ら
学
生
達
に
も
慕
わ
れ
、
ゼ
ミ
合
宿
で
は
、
学
生

と
と
も
に
ご
趣
味
の
山
登
り
に
興
じ
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
学
部
の
外
国
法
律
書
講
読
と
大
学
院
の
授
業
で
は
、
ラ
テ
ン
語
の
テ
ク
ス
ト
を
輪

読
さ
れ
、
法
学
教
育
に
お
け
る
ラ
テ
ン
語
の
重
要
性
を
説
き
続
け
ら
れ
た
。
法
科
大
学
院
で
は
、
歴
史
と
法
Ⅰ
を
担
当
さ
れ
る
な
ど
、
法
曹

の
養
成
に
も
余
念
が
な
か
っ
た
。

大
学
の
管
理
運
営
に
目
を
転
じ
て
も
、
先
生
の
功
績
は
計
り
知
れ
な
い
。
学
務
委
員
長
、
総
長
補
佐
、
評
議
員
、
副
研
究
院
長
な
ど
を
経

て
、
二
〇
〇
六
年
四
月
か
ら
二
〇
〇
九
年
三
月
ま
で
、
大
学
院
法
学
研
究
院
長
・
法
学
府
長
・
法
学
部
長
を
二
期
三
年
務
め
ら
れ
た
。
こ
の

間
、
大
学
院
法
学
府
の
五
専
攻
制
を
一
専
攻
制
に
す
る
再
編
改
組
な
ど
に
取
り
組
ま
れ
た
。
ま
た
、
大
学
間
協
定
の
締
結
を
含
め
、
中
国
と

タ
イ
な
ど
と
の
国
際
交
流
の
維
持
発
展
に
も
多
大
な
貢
献
を
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
度
、
直
江
先
生
が
定
年
退
職
を
迎
え
ら
れ
る
に
あ
た
り
、
長
年
の
ご
功
労
に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
先
生
の
ま
す
ま

す
の
ご
健
勝
と
ご
活
躍
を
祈
念
し
て
、
こ
こ
に
本
号
を
献
呈
す
る
次
第
で
あ
る
。




